
 

 

 

 

 

 

 

 

築城基地に行ってきました 

 

 

 

 

 

 

 

 

辺野古土砂北九州・ミニニュース 
辺野古埋め立て土砂搬出反対北九州連絡協議会≪2019 年 2 月 23 日・No75≫ 

連絡先…森下 090-9495-3902 南川 090-2853-7116 八記 080-1730-8895 

kanpanerura8k@mail.goo.ne.jp 
 
 

 

デニーさんと進もう、辺野古新基地建設ストップの道 

  

2月 18日(月)、行橋市の 

徳永克子市議会議員に案内 

していただき、数名で築城 

基地の周辺を見てきました。 

写真は、新しく築城基地 

内に作られる弾薬庫の工事 

現場近辺で行われている、 

関連の工事です。 

以前のニュースにも書き 

ましたが、築城基地では、 

弾薬庫・駐機場・燃料タン 

ク・庁舎・宿舎・倉庫などの建設が 2022年までに完了し、米軍に提供されるそうです。滑

走路も 300ｍ延長されます。これらのことで、米軍の戦闘機 12機程度・軍人 200人程度の

受け入れが可能になるそうです。 

 ご存知のように、普天間飛行場の返還には 8つの条件があり、その一つが、辺野古の新

基地建設です。その他、宮崎の新田原と福岡の築城の緊急整備も、返還条件の 1つ。辺野

古の新基地建設は、私達といろいろな所でつながっています。 

 

 

築城基地では、まじかに基地内が見える場所か、所々にあります。 

≪街頭宣伝≫ 

3 月 22 日(金) 
16 時 30 分～17 時 30 分 

≪地域チラシ配布≫ 

3 月 12 日(火) 
14 時門司港駅集合 

（バス停側） 
元気な取り組みにしたいと思い

ます。みなさん是非ご参加くださ

い。お問い合わせは、八記まで。 

080-1730-8895 

 

最近の街頭宣伝の様子。写真を持ってくれる人を募集しています 
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県民投票の成功を 
ニュースの発送作業が 2 月 23 日なので、みなさんのお手元にニュースが届くころには、結果は

出ていますね。さて、どんな結果になっているのでしょうか。 

当初、実施のための市の予算が 5 市(うるま市・沖縄市・宜野湾市・宮古島市・石垣市)で否決され、 

有権者の 31％に当たる約 37 万人(約 36 万 7 千人)が投票の機会を失うかと思えた時もありました

が、「全有権者に等しく投票権を保障すべき」という県民運動と世論の高まりで、結局県議会与野党が

折り合い、三択にすることで全県実施が実現しました。 

この県民投票は、≪安倍政権に「埋め立てノー」の圧倒的な民意を突きつけて、新基地建設断念に

追い込む斗い≫・≪県民の先頭で奮闘する玉城デニー知事を応援する斗い≫・≪ウソだらけの安倍政

権にサヨナラする、全国にさきがけた斗い≫ではないでしょうか。 

昨年 9月の知事選は 9月 14日～9月 30日までの 17日間投票ができましたが、今回は 2月 15

日～2 月 24 日の 10 日間しかありませんでした。ともあれ、様々な困難を乗り越えて、県民投票を

実現させた沖縄の皆さんに、心からの敬意を表したいと思います。 

 

 

国地方係争処理委員会が、沖縄県の請求を 

｢審査対象にならない｣と却下 
 

○｢国地方係争処理委員会｣とは…総務省の第三者機関。国と自治体の関係を「上下・主従」
から「対等・協力」に変えた 1999年の地方自治法改正に伴い、2000年に設置されました。
自治体は、行政運営への｢国の関与」に不服があれば、審査の申し出が可能に。係争委は 90
日以内に審査を終え、関与が違法・不当だと判断すれば、関係省庁に対応を改めるよう勧
告します。委員は有識者 5人で、総務相が任命します。 

 

○却下の理由…辺野古の埋め立て承認撤回の効力を、国土交通大臣が一時的に停止した決定
を「違法だ」とする沖縄県の出について、係争委が審査の対象にならないとして却下しました。 

 

○｢国地方係争処理委員会｣の委員長…「審査申し出は不適当なものとして却下すると全員一
致で決定した。審査対象にならないとの判断にとどまり、執行停止決定の内容が適法か違
法か、承認取り消し処分が適法か違法かに触れるものではない。」と発言。 

 

○龍谷大学・本多滝夫氏…「今回の決定は官邸の意向を忖度した決定だ。中立公平を旨とす
る係争委ですら、他の省庁と歩調を合わせ、政府が一丸となって辺野古の埋め立てを推進
している姿勢を示した。」と発言。 

 

○なお、沖縄県はこの結果に不満があれば、結果通知から 30日以内に、福岡高裁那覇支部
に訴訟を起こすことが出来ます。ちなみに沖縄県は、４年前の平成 27年にも埋め立て承

認取り消しの効力を、石井国土交通大臣が一時停止したことは「違法だ」として「国地方
係争処理委員会」に審査を申し出ましたが、却下されています。 

 

 土砂全協の第 6回定期総会が奄美大島で開かれます 

2019年 5月 25日(土)・26日(日) 
※26 日は、全島一周視察もあります。ただし、奄美行きの飛行機が福岡空港 7 時 10 分のため、

北九州から行く場合は、福岡市で前泊するか、飛行機を乗り換える必要があります。参加を希望さ

れる方は、080-1730-8895 八記までご相談ください。 

 


